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48イ
ギ
リ
ス
①

加
盟
国
間
の
建
設
労
働
者
の

派
遣
め
ぐ
り
労
使
紛
争

　

大
規
模
な
建
設
事
業
を
め
ぐ
り
、

他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
か
ら
の
進
出
企
業

が
母
国
な
ど
か
ら
外
国
人
労
働
者
を

呼
び
寄
せ
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者

の
雇
用
機
会
を
奪
っ
て
い
る
と
の
不

満
が
建
設
業
労
働
者
の
間
で
噴
出
し
、

労
使
紛
争
に
発
展
し
た
。
一
月
末
か

ら
約
一
週
間
に
わ
た
り
、
全
国
二
〇

カ
所
以
上
の
精
油
所
や
発
電
所
な
ど

で
数
千
人
が
非
公
認
ス
ト
や
同
情
ス

ト
な
ど
に
参
加
し
た
と
み
ら
れ
る
。

発
端
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
中
東
部
の

精
油
所
で
は
、
政
府
機
関
の
介
入
を

経
て
労
使
合
意
が
成
立
し
た
も
の
の
、

不
況
に
よ
り
多
く
の
産
業
で
雇
用
が

落
ち
込
む
中
、
国
内
の
雇
用
機
会
を

め
ぐ
る
摩
擦
は
今
後
も
続
き
そ
う
だ
。

労
組
側
は
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
に

対
す
る
差
別
を
主
張

　

一
連
の
紛
争
の
起
点
と
な
っ
た
の

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
石
油
大
手
ト
ー
タ

ル
社
が
所
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
中
東
部

の
リ
ン
ゼ
イ
精
油
所
だ
。
二
〇
〇
六

年
か
ら
設
備
拡
張
工
事
を
請
け
負
っ

て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ

ズ
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
社
は
、
工

事
の
一
部
を
イ
ギ
リ
ス
の
シ
ョ
ウ
・

グ
ル
ー
プ
社
に
委
託
し
て
い
た
が
、

当
初
の
工
期
か
ら
大
幅
な
遅
れ
が
出

た
こ
と
か
ら
、
機
械
関
係
お
よ
び
配

管
工
事
な
ど
シ
ョ
ウ
・
グ
ル
ー
プ
社

へ
の
委
託
業
務
の
相
当
部
分
を
新
た

な
企
業
に
移
管
す
る
た
め
、
入
札
を

実
施
し
た
。
し
か
し
、
シ
ョ
ウ
・
グ

ル
ー
プ
社
の
労
働
者
が
全
て
イ
ギ
リ

ス
人
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
落
札
し

た
イ
タ
リ
ア
の
Ｉ
Ｒ
Ｅ
Ｍ
社
は
、
事

業
実
施
に
要
す
る
お
よ
そ
四
〇
〇
人

の
労
働
力
を
、
現
地
労
働
者
で
は
な

く
イ
タ
リ
ア
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
の

労
働
者
で
充
て
る
予
定
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

Ｉ
Ｒ
Ｅ
Ｍ
社
は
、
建
設
業
使
用
者

団
体
と
労
働
組
合
に
よ
る
「
全
国
建

設
産
業
協
定
」（
１
）
の
規
定
に
基
づ

い
て
労
働
条
件
や
処
遇
を
設
定
し
て

お
り
、
廉
価
な
労
働
力
の
調
達
が
外

国
人
労
働
者
を
雇
用
す
る
理
由
で
は

な
い
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
海
外
か

ら
呼
び
寄
せ
る
労
働
者
は
、
重
点
的

に
必
要
と
な
る
専
門
技
術
を
有
す
る

自
社
の
正
規
労
働
者
で
あ
り
、
イ
ギ

リ
ス
人
労
働
者
を
雇
う
場
合
に
は
こ

れ
ら
の
正
規
労
働
者
の
解
雇
が
必
要

と
な
る
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者

を
雇
用
し
て
も
、
有
す
る
技
術
に
応

じ
た
仕
事
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
な
ど
と
説
明
し
た
。
元
請
け
企

業
で
あ
る
ト
ー
タ
ル
社
も
、
リ
ン
ゼ

イ
製
油
所
で
現
在
雇
用
さ
れ
て
い
る

労
働
者
の
ほ
と
ん
ど
は
や
は
り
イ
ギ

リ
ス
人
で
あ
り
、
今
後
も
必
要
に
応

じ
て
イ
ギ
リ
ス
人
技
術
者
を
随
時
雇

用
す
る
と
の
方
針
を
示
し
、
労
組
側

の
説
得
を
は
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
シ
ョ
ウ
・
グ
ル
ー
プ
社

の
労
働
者
を
組
織
す
る
労
働
組
合
で

あ
る
Ｇ
Ｍ
Ｂ
と
Ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
は
、
同

等
の
技
術
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
労

働
者
が
雇
用
か
ら
排
除
さ
れ
、
差
別

さ
れ
て
い
る
と
し
て
企
業
の
違
法
性

を
主
張
、
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
を
雇

用
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
ま
た
、
イ

タ
リ
ア
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
労
働
者
の

シ
フ
ト
や
休
憩
時
間
、
作
業
前
の
準

備
時
間
な
ど
が
「
全
国
協
定
」
の
定

め
る
基
準
に
適
っ
て
お
ら
ず
、
応
札

し
た
他
の
（
多
く
は
イ
ギ
リ
ス
の
）

企
業
と
の
間
の
競
争
が
不
公
正
で
あ

る
可
能
性
を
指
摘
。
さ
ら
に
、
Ｉ
Ｒ

Ｅ
Ｍ
側
が
主
張
す
る
全
国
協
定
水
準

の
賃
金
支
払
い
に
つ
い
て
も
、
実
際

に
行
わ
れ
て
い
る
か
は
不
透
明
で
あ

る
と
主
張
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
労
働

者
へ
の
職
の
提
供
を
中
心
に
、
数
週

間
続
い
た
と
さ
れ
る
労
使
の
交
渉
は

行
き
詰
ま
り
、
こ
れ
を
う
け
て
リ
ン

ゼ
イ
精
油
所
の
労
働
者
は
一
月
二
八

日
、
非
公
認
ス
ト
の
実
施
に
踏
み

切
っ
た
。

　

リ
ン
ゼ
イ
精
油
所
で
の
ス
ト
に
呼

応
し
て
、
建
設
労
働
者
の
同
情
ス
ト

や
デ
モ
が
、
全
国
の
精
油
所
や
発
電

所
な
ど
で
発
生
し
た
。
こ
れ
に
は
、

既
に
昨
年
か
ら
、
進
出
企
業
に
よ
る

同
様
の
事
例
（
２
）
を
め
ぐ
っ
て
労

使
間
の
摩
擦
が
生
じ
、
イ
ギ
リ
ス
人

労
働
者
の
雇
用
を
求
め
る
デ
モ
な
ど

が
発
生
す
る
な
ど
、
建
設
労
働
者
の

間
で
不
満
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が

大
き
い
。
リ
ン
ゼ
イ
製
油
所
の
八
日

間
に
わ
た
る
紛
争
の
間
、
同
情
ス
ト

は
全
国
で
二
二
カ
所
に
飛
び
火
し
、

参
加
し
た
労
働
者
は
数
千
人
に
の

ぼ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で

は
非
公
認
ス
ト
も
同
情
ス
ト
も
違
法

で
あ
る
た
め
、
Ｇ
Ｍ
Ｂ
も
Ｕ
ｎ
ｉ
ｔ

ｅ
も
ス
ト
に
関
す
る
表
立
っ
た
支
持

は
控
え
、
こ
れ
ら
の
ス
ト
は
あ
く
ま

で
「
自
然
発
生
的
」
な
も
の
で
あ
る

と
説
明
し
た
。

　

ま
た
Ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
や
Ｔ
Ｕ
Ｃ
は
、

一
連
の
ス
ト
は
外
国
人
労
働
者
の
排

斥
が
目
的
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
イ

ギ
リ
ス
人
労
働
者
に
平
等
な
雇
用
機

会
を
与
え
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
声
明
を
発
表
、

イ
タ
リ
ア
人
労
働
者
が
解
雇
さ
れ
な

い
こ
と
を
要
求
の
ひ
と
つ
に
掲
げ
た
。

ス
ト
参
加
者
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
首
相
の

一
昨
年
の
発
言
で
あ
る
「
イ
ギ
リ
ス

の
仕
事
を
イ
ギ
リ
ス
人
に
」

（B
ritish Jobs for B

ritish 
W

orkers

）
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を

掲
げ
て
い
た
が
、
こ
の
発
言
は
、
外

国
人
排
斥
を
助
長
し
か
ね
な
い
う
え
、

イ
ギ
リ
ス
人
へ
の
優
先
的
な
雇
用
機

会
の
提
供
は
Ｅ
Ｕ
法
が
定
め
る
域
内

労
働
者
の
平
等
に
反
す
る
た
め
実
現

不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
野
党
な
ど

か
ら
強
い
批
判
を
浴
び
た
経
緯
が
あ

る
。
実
際
、
一
連
の
ス
ト
に
対
し
て

極
右
政
党
が
積
極
的
な
支
持
を
表
明

し
、
一
連
の
ス
ト
を
外
国
人
排
斥
に

誘
導
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ

た
と
い
う
。

　

イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
に
平
等
な
機

会
を
与
え
よ
、
と
の
労
組
側
の
主
張

に
理
解
を
示
す
一
部
の
労
働
党
議
員

は
、
政
府
に
対
策
を
講
じ
る
よ
う
要

請
し
た
。
し
か
し
ブ
ラ
ウ
ン
首
相
は
、

国
内
労
働
者
の
雇
用
へ
の
不
安
に
は

理
解
を
示
し
た
も
の
の
、
労
使
間
の

対
話
を
通
じ
て
問
題
の
解
決
を
は
か

る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
違
法
ス
ト
を

批
判
、
自
ら
の
発
言
に
つ
い
て
は
、

保
護
主
義
的
な
意
味
合
い
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
技
能
水
準
を
高
め
て
就
業

に
結
び
付
け
た
い
と
す
る
従
来
の
説

明
を
繰
り
返
す
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま

た
、
労
使
関
係
を
所
管
す
る
ビ
ジ
ネ

ス
・
企
業
・
規
制
改
革
相
は
、
外
国

人
労
働
者
を
呼
び
寄
せ
る
と
い
う
企

業
の
選
択
は
法
律
に
違
反
し
て
お
ら

ず
、
加
盟
国
の
労
働
者
の
自
由
な
移

動
を
保
障
す
る
こ
と
は
国
外
で
働
く

イ
ギ
リ
ス
人
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る

と
し
て
、
制
度
的
な
対
応
を
求
め
る

海
外
労
働
事
情
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意
見
を
批
判
し
た
。
ス
ト
に
対
す
る

批
判
や
懸
念
の
声
は
、
イ
タ
リ
ア
・

ポ
ル
ト
ガ
ル
両
国
の
外
相
や
欧
州
委

員
会
、
さ
ら
に
は
イ
タ
リ
ア
の
労
組

（
Ｃ
Ｇ
Ｉ
Ｌ
）
な
ど
国
外
か
ら
も
聞

か
れ
た
。

　

政
府
の
指
示
に
よ
り
、
紛
争
発
生

と
同
時
に
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
（
助
言
斡
旋
仲

裁
局
）
が
斡
旋
を
実
施
、
当
座
の
調

達
予
定
と
み
ら
れ
る
二
〇
〇
人
近
く

の
雇
用
の
う
ち
、
一
〇
〇
人
分
を
イ

ギ
リ
ス
人
労
働
者
に
割
り
当
て
、
ま

た
イ
タ
リ
ア
人
労
働
者
も
解
雇
し
な

い
と
の
内
容
で
、
労
使
は
合
意
に

至
っ
た
（
３
）。
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
は
本
件

に
関
す
る
調
査
レ
ポ
ー
ト
を
公
表
、

紛
争
に
関
す
る
状
況
を
お
よ
そ
次
の

よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
①
企
業
側

の
外
国
人
労
働
者
の
採
用
・
使
用
に

つ
い
て
は
違
法
性
を
裏
付
け
る
証
拠

は
な
く
、
労
働
条
件
等
も
「
全
国
協

定
」
に
準
拠
す
る
こ
と
を
確
約
し
て

い
る
②
Ｅ
Ｕ
法
と
、
全
国
レ
ベ
ル
及

び
業
種
等
レ
ベ
ル
の
労
使
協
約
の
間

の
関
係
の
複
雑
さ
が
今
回
の
混
乱
の

原
因
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
調
整

す
る
必
要
が
あ
る
③
企
業
間
競
争
の

公
正
性
の
確
保
に
は
、
入
札
や
事
業

実
施
に
対
す
る
「
全
国
協
定
」
の
監

査
機
能
の
強
化
が
一
助
と
な
る
の
で

は
な
い
か―

―

な
ど
。

将
来
の
雇
用
流
出
や
労
働
条
件
切

り
下
げ
へ
の
懸
念
も

　

ス
ト
の
進
展
に
伴
っ
て
、
改
め
て

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
は
、
進

出
企
業
に
母
国
か
ら
の
労
働
者
の
派

遣
を
認
め
る
海
外
派
遣
指
令
（
４
）

の
存
在
だ
。
域
内
の
企
業
に
は
、
欧

州
共
同
体
設
立
条
約
（
Ｅ
Ｃ
条
約
）

に
よ
っ
て
他
の
加
盟
国
で
の
サ
ー
ビ

ス
提
供
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、

海
外
派
遣
指
令
は
、
こ
れ
に
伴
う
他

国
へ
の
一
時
的
な
労
働
者
の
送
り
出

し
に
際
し
て
、
受
け
入
れ
国
が
法
律

や
労
使
協
約
な
ど
を
通
じ
て
設
定
し

て
い
る
労
働
時
間
や
賃
金
、
安
全
衛

生
な
ど
の
基
準
の
順
守
を
義
務
付
け

て
い
る
。
た
だ
し
、
労
使
協
約
が
基

準
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
全
国

レ
ベ
ル
の
労
使
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
、

全
国
一
律
に
適
用
さ
れ
る
協
約
や
、

対
象
と
な
る
地
域
や
職
種
・
業
種
に

属
す
る
全
て
の
企
業
を
対
象
と
す
る

こ
と
を
宣
言
す
る
仕
組
み
を
通
じ
た

協
約
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
こ
の

た
め
、
企
業
ご
と
の
労
使
協
約
な
ど

に
賃
金
水
準
等
の
設
定
を
委
ね
て
い

る
加
盟
国
で
は
、
こ
う
し
た
協
約
に

基
づ
く
基
準
を
進
出
企
業
お
よ
び
派

遣
さ
れ
た
労
働
者
に
課
す
こ
と
の
当

否
が
裁
判
で
争
わ
れ
る
な
ど
、
Ｅ
Ｕ

レ
ベ
ル
で
も
数
年
に
わ
た
り
議
論
が

な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
〇
七

年
、
企
業
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由

を
阻
害
す
る
と
し
て
、
こ
れ
を
基
準

と
は
認
め
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た

が
（
５
）、
欧
州
議
会
や
Ｅ
Ｔ
Ｕ
Ｃ

は
こ
の
判
断
に
異
議
を
唱
え
て
お
り
、

個
別
的
な
労
使
協
約
を
基
準
と
し
て

認
め
る
指
令
の
改
正
を
求
め
て
い
る

（
６
）。
欧
州
委
員
会
は
、
当
面
は

指
令
改
正
の
必
要
は
な
い
と
し
た
う

え
で
、
欧
州
裁
の
判
決
の
各
国
へ
の

影
響
を
検
討
す
る
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
立
ち
上
げ
る
意
向
を
示
し
て

い
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
に
は
、
全
国
レ
ベ
ル
で

協
約
の
効
力
を
確
保
す
る
制
度
は
な

く
、
今
回
の
ケ
ー
ス
で
こ
れ
に
近
い

位
置
づ
け
に
あ
る
「
全
国
協
定
」
も
、

建
設
業
企
業
全
般
に
適
用
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
賃
金
水

準
に
つ
い
て
は
、
適
用
さ
れ
る
基
準

は
全
国
最
低
賃
金
の
み
と
な
る
。
労

働
組
合
や
労
働
党
議
員
の
間
に
は
、

進
出
企
業
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
の

派
遣
で
国
内
労
働
者
の
雇
用
機
会
が

圧
迫
さ
れ
る
こ
と
と
同
時
に
、
現
時

点
で
は
「
全
国
協
定
」
に
準
拠
し
た

賃
金
や
労
働
条
件
の
設
定
に
合
意
し

て
も
、
先
々
に
は
合
法
的
に
賃
金
な

ど
の
切
り
下
げ
が
可
能
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
国
内
の
労
働
条
件
の
低
下
に

つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
の
懸
念
が
あ

る
と
い
う
。

　

Ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
は
、
国
内
の
発
電
所

の
六
割
に
つ
い
て
、
数
年
内
に
老
朽

化
に
よ
る
設
備
更
新
が
必
要
に
な
る

と
み
て
お
り
、
進
出
企
業
に
よ
る
外

国
人
派
遣
の
さ
ら
な
る
増
加
を
危
惧

し
て
い
る
。
今
後
、
国
内
の
雇
用
状

況
は
ま
す
ま
す
悪
化
す
る
見
通
し
が

強
く
、
国
内
の
雇
用
機
会
を
イ
ギ
リ

ス
人
労
働
者
に
確
保
せ
よ
と
の
政
府

に
対
す
る
圧
力
は
さ
ら
に
高
ま
る
と

み
ら
れ
る
。

〔
注
〕

１
．N

ational A
greem

ent for the 
E
ngineering C

onstruction Industry

２
．
イ
ギ
リ
ス
の
電
力
企
業
が
所
有
す
る

発
電
所
の
増
設
工
事
を
請
け
負
っ
た
フ

ラ
ン
ス
の
ア
ル
ス
ト
ム
社
が
、
ス
ペ
イ

ン
企
業
二
社
を
孫
請
け
と
し
た
が
、
二

社
は
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
労

働
者
を
調
達
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
労
働

者
を
雇
用
し
な
か
っ
た
。
Ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ

と
Ｇ
Ｍ
Ｂ
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
に

対
す
る
差
別
を
主
張
し
て
い
る
が
、
ア

ル
ス
ト
ム
社
は
、
請
負
企
業
の
八
割
は

未
だ
に
イ
ギ
リ
ス
企
業
で
あ
る
と
し
て

こ
れ
を
否
定
、
対
立
が
続
い
て
い
る
。

３
．
労
使
間
の
合
意
内
容
に
つ
い
て
は
、「
雇

用
の
半
数
」
と
報
じ
る
メ
デ
ィ
ア
も
あ

る
が
、
今
後
投
入
が
予
定
さ
れ
て
い
る

一
〇
〇
〜
二
〇
〇
人
の
労
働
者
に
関
し

て
、
企
業
が
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
を
雇

用
す
る
方
針
が
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
ま
た
、
シ
ョ
ウ
・
グ
ル
ー
プ
社

の
業
務
縮
小
に
伴
う
雇
い
止
め
な
ど
、

イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
へ
の
影
響
に
つ
い

て
も
、
今
の
と
こ
ろ
現
地
メ
デ
ィ
ア
で

は
報
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

４
．D

irective 96/71/E
C
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C
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６
．
現
地
メ
デ
ィ
ア
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府

も
今
回
の
ス
ト
を
う
け
て
、
指
令
の
見

直
し
を
検
討
す
る
よ
う
欧
州
委
員
会
に

働
き
か
け
る
考
え
が
あ
る
と
閣
僚
が
明

か
し
た
、
と
報
じ
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

　

D
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P
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な
ど
各
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト

（
国
際
研
究
部
）

イ
ギ
リ
ス
②

域
外
か
ら
の
受
け
入
れ
条
件

を
厳
格
化―

雇
用
情
勢
悪
化

で
内
務
省
引
き
締
め
策―

　

国
内
の
雇
用
状
況
の
悪
化
に
歯
止

め
が
か
か
ら
な
い
状
況
を
う
け
て
、

内
務
省
は
二
月
下
旬
、
Ｅ
Ｕ
域
外
か

ら
の
移
民
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
関

す
る
引
き
締
め
策
な
ど
を
発
表
し
た
。

ひ
と
つ
は
、
専
門
技
術
者
の
受
け
入

れ
に
際
し
て
雇
い
主
に
課
さ
れ
て
い

る
労
働
市
場
テ
ス
ト
（
域
内
で
の
一

定
期
間
の
求
人
）
に
つ
い
て
、
ジ
ョ

ブ
セ
ン
タ
ー
・
プ
ラ
ス
を
通
じ
た
求

人
を
義
務
付
け
る
こ
と
だ
。
ま
た
、

不
足
職
種
リ
ス
ト
に
対
応
し
た
専
門

技
術
者
を
国
内
で
育
成
し
、
移
民
労

働
者
へ
の
依
存
を
減
じ
る
こ
と
を
目

指
す
。
さ
ら
に
、
高
度
専
門
技
術
者

に
つ
い
て
も
、
資
格
と
賃
金
水
準
の

下
限
に
関
す
る
基
準
を
引
き
上
げ
る
。

国
内
労
働
者
の
雇
用
機
会
を
増
加
さ

せ
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
、
い
ず
れ
も

こ
の
四
月
か
ら
の
導
入
を
予
定
し
て

い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
内
務
相
は
移
民
制
度

に
関
す
る
政
府
の
諮
問
機
関
で
あ
る

「
移
民
提
言
委
員
会
」
に
対
し
て
、

次
の
よ
う
な
諮
問
を
行
っ
た
。
①
専

門
技
術
者
の
受
け
入
れ
を
不
足
職
種

の
み
に
絞
る
場
合
の
経
済
へ
の
影
響

②
移
民
労
働
者
の
扶
養
者
の
経
済
へ

の
貢
献
と
労
働
市
場
に
お
け
る
役
割

（
注
）
③
経
済
状
況
の
変
化
へ
の
対

応
の
た
め
、
高
度
専
門
技
術
者
の
受

け
入
れ
制
度
に
つ
い
て
今
後
ど
の
よ
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う
な
変
更
が
必
要
か―

―

な
ど
。
い

ず
れ
も
、
移
民
受
け
入
れ
に
関
す
る

条
件
を
今
後
さ
ら
に
厳
格
化
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
内
容
だ
。
高
度
専

門
技
術
者
の
受
け
入
れ
条
件
の
引
き

上
げ
を
提
案
し
て
い
る
ウ
ー
ラ
ス
移

民
担
当
大
臣
は
、
こ
の
夏
の
新
規
学

卒
者
の
雇
用
状
況
が
厳
し
く
な
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
と
そ
の
理

由
を
説
明
し
て
い
る
。

　

統
計
局
が
発
表
し
た
〇
八
年
第
四

四
半
期
の
就
業
者
数
は
、
イ
ギ
リ
ス

人
労
働
者
の
約
一
五
万
人
減
に
対
し

て
、
外
国
人
労
働
者
は
六
万
人
あ
ま

り
増
加
し
て
い
る
。
う
ち
Ｅ
Ｕ
域
内

の
労
働
者
は
む
し
ろ
四
〇
〇
〇
人
減

少
し
て
お
り
、
増
分
は
基
本
的
に
域

外
か
ら
の
労
働
者
だ
。
特
に
、
東
欧

諸
国
（
Ａ
８
）
か
ら
の
労
働
者
の
減

少
が
著
し
く
、
前
期
比
で
三
万
四
〇

〇
〇
人
減
の
四
六
万
九
〇
〇
〇
人
と

な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
景
気
の

悪
化
に
よ
る
雇
用
機
会
の
減
少
や
、

ポ
ン
ド
の
下
落
、
母
国
で
の
好
況
な

ど
の
影
響
と
み
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
農
業
関
係
者
は
、
外
国

人
労
働
者
の
減
少
に
伴
う
人
手
不
足

の
た
め
、
季
節
農
業
労
働
者
ス
キ
ー

ム
（
Ｓ
Ａ
Ｗ
Ｓ
）
の
受
け
入
れ
枠
の

五
〇
〇
〇
人
分
の
拡
大
を
政
府
に
要

請
し
て
い
る
。
同
ス
キ
ー
ム
は
、
現

在
ル
ー
マ
ニ
ア
お
よ
び
ブ
ル
ガ
リ
ア

か
ら
の
労
働
者
を
対
象
に
実
施
さ
れ

て
い
る
も
の
で
、
既
に
昨
年
に
は
、

農
業
労
働
者
不
足
の
緩
和
を
目
的
に

受
け
入
れ
枠
を
五
〇
〇
〇
人
分
拡
大

し
、
二
万
一
二
五
〇
人
と
し
て
い
た
。

関
係
者
に
よ
れ
ば
、
農
業
労
働
は
ほ

ぼ
最
賃
レ
ベ
ル
の
低
賃
金
と
重
労
働

の
た
め
、
国
内
で
募
集
を
か
け
て
も

イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
の
応
募
は
ほ
と

ん
ど
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
小
売

企
業
か
ら
は
コ
ス
ト
抑
制
を
迫
ら
れ

る
た
め
、
賃
金
の
引
き
上
げ
が
難
し

い
こ
と
か
ら
、
外
国
人
の
受
け
入
れ

で
こ
れ
に
充
て
た
い
と
い
う
の
が
彼

ら
の
主
張
だ
。

〔
注
〕

　

移
民
労
働
者
の
家
族
の
就
労
禁
止
を
検

討
す
る
材
料
と
み
ら
れ
る
。

【
参
考
資
料
】
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各
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
国
際
研
究
部
）

ア
メ
リ
カ
①

失
業
率
八
・
一
％
へ
上
昇

―

二
五
年
ぶ
り
の
高
水
準―

　

連
邦
労
働
省
が
三
月
六
日
発
表
し

た
雇
用
統
計
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
九

年
二
月
の
失
業
率
は
一
月
の
七
・

六
％
か
ら
八
・
一
％
へ
と
さ
ら
に
悪

化
し
、
一
九
八
三
年
一
二
月
以
来
の

高
水
準
と
な
っ
た
。
非
農
業
部
門
の

就
業
者
数
は
季
節
調
整
済
み
で
前
月

比
約
六
五
万
人
減
少
し
一
億
三
三
七

六
万
人
と
な
り
、
失
業
者
数
は
約
八

五
万
人
増
加
し
一
二
四
六
万
七
〇
〇

〇
人
を
記
録
し
た
（
１
）。
二
〇
〇

七
年
一
月
以
降
の
非
農
業
部
門
就
業

者
数
と
失
業
者
数
の
推
移
は
図
１
の

と
お
り
で
あ
る
。
二
月
二
七
日
に
発

表
さ
れ
た
二
〇
〇
八
年
の
州
別
の
年

間
平
均
失
業
率
は
、
ミ
シ
ガ
ン
州
が

八
・
四
％
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州

が
七
・
八
％
と
な
っ
て
お
り
、
上
昇

率
で
は
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
が

二
・
六
％
、
フ
ロ
リ
ダ
州
が
二
・
一
％
、

ネ
バ
ダ
州
が
二
・
〇
％
の
順
と
な
っ

て
い
る
（
表
１
参
照
）（
２
）。

　

週
ご
と
に
発
表
さ
れ
る
新
規
失
業

保
険
申
請
件
数
の
推
移
を
み
た
も
の

が
図
２
で
あ
る
。
三
月
五
日
に
発
表

さ
れ
た
二
月
二
二
日
か
ら
二
七
日
分

の
申
請
件
数
は
六
三
万
九
〇
〇
〇
人

で
、
前
の
週
か
ら
三
万
人
ほ
ど
減
少

し
た
も
の
の
依
然
と
し
て
高
い
水
準

に
あ
る
（
３
）。
二
月
以
降
に
発
表

さ
れ
た
主
な
大
規
模
解
雇
事
例
に
つ

い
て
は
表
２
を
参
照
。

〔
注
〕

１
．
労
働
統
計
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.bls.gov/new

s.release/
pdf/em

psit.pdf

２
．
労
働
統
計
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.bls.gov/new

s.release/
srgune.nr0.htm

３
．
連
邦
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.dol.gov/opa/m

edia/
press/eta/ui/current.htm

（
国
際
研
究
部　

北
澤
謙
）

ア
メ
リ
カ
②

景
気
後
退
で
移
民
労
働
者
政

策
の
論
議
活
発
化

　

急
速
な
景
気
後
退
は
、
低
学
歴
の

労
働
者
の
雇
用
問
題
に
よ
り
深
刻
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
中
卒
以
下

の
学
歴
の
若
年

労
働
者
、
特
に

ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

系
移
民
と
ヒ
ス

パ
ニ
ッ
ク
系
ア

メ
リ
カ
人
、
ア

フ
リ
カ
系
ア
メ

リ
カ
人
に
関
し

て
そ
の
傾
向
が

顕
著
で
あ
る
。

彼
ら
が
多
く
就

労
す
る
建
設
業

や
飲
食
サ
ー
ビ

ス
業
は
、
低
賃

金
で
低
労
働
条

件
の
職
種
で
あ

り
、
多
く
の
不

法
移
民
が
就
労

す
る
分
野
で
も

あ
る
。
同
様
の

職
種
で
季
節
的
な
就
労
許
可
を
す
る

Ｈ
‐
２
Ｂ
ビ
ザ
に
つ
い
て
は
、
発
給

数
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
や
申
請
手

続
き
を
簡
素
化
す
る
改
革
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。
国
内
の
失
業
率
が
高
い

水
準
に
あ
る
中
で
、
こ
れ
ら
の
低
学

歴
な
労
働
市
場
に
果
た
し
て
移
民
労

働
者
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
否
か

に
つ
い
て
は
移
民
関
連
の
シ
ン
ク
タ

ン
ク
の
間
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

景
気
後
退
は
移
民
政
策
の
あ
り
方
に

つ
い
て
議
論
を
活
発
化
さ
せ
て
い
る
。

景
気
後
退
、
移
民
労
働
者
の
雇
用

を
直
撃

　

ピ
ュ
ー
・
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
・
セ
ン

タ

ー
（P

ew
 H

ispanic C
enter

）

が
二
月
一
二
日
に
発
表
し
た
レ
ポ
ー

表１：州別失業率（失業率の高い州、2007年、2008年平均（％））
州名 2007年 2008年 上昇幅

1 ミシガン州 7.1 8.4 1.3
2 ロードアイランド州 5.2 7.8 2.6
3 カリフォルニア州 5.4 7.2 1.8
4 ワシントンDC 5.5 7.0 1.5
5 サウスカロライナ州 5.6 6.9 1.3
6 ネバダ州 4.7 6.7 2.0 

13 フロリダ州 4.1 6.2 2.1 

資料出所：労働統計局ホームページより作成
http://www.bls.gov/news.release/pdf/srgune.pdf

図１：就業者数と失業者数の推移

資料出所：労働統計局資料より作成
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ト
（
１
）
は
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
移

民
の
失
業
率
は
他
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ

ル
ー
プ
に
比
べ
て
高
い
と
指
摘
す
る
。

米
国
全
体
の
失
業
率
の
上
昇
は
二
〇

〇
七
年
の
四
・
六
％
か
ら
二
〇
〇
八

年
の
六
・
六
％
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、

ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
の
外
国
出
身
者
は

五
・
一
％
か
ら
八
・
〇
％
に
上
昇
し

て
い
る
。
労
働
統
計
局
の
資
料（
２
）

に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
九
年
一
月
の
米

国
全
体
の
失
業
率
は
七
・
六
％
に
対

し
て
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
の
失
業
率

は
九
・
七
％
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ

カ
人
の
失
業
率
は
一
二
・
六
％
で
あ

る
。
ま
た
、
移
民
研
究
セ
ン
タ
ー

（T
he C

enter for Im
m
igration 

S
tudies

）
が
二
月
一
八
日
に
発
表

し
た
レ
ポ
ー
ト
（
３
）
に
よ
れ
ば
、

中
卒
以
下
の
黒
人
の
失
業
率
が
二

四
・
七
％
、
同
じ
く
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

系
は
一
六
・
二
％
で
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
。

移
民
対
策
で
異
な
っ
た
見
解

　

移
民
研
究
セ
ン
タ
ー
の
レ
ポ
ー
ト

は
さ
ら
に
、
以
下
の
こ
と
を
主
張
す

る
。
最
新
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
二

二
一
〇
万
人
の
移
民
労
働
者
が
ア
メ

リ
カ
国
内
で
就
労
し
て
お
り
、
六
〇

〇
万
人
か
ら
七
〇
〇
万
人
が
不
法
に

雇
用
さ
れ
て
い
る
と
推
定
す
る
。
ほ

と
ん
ど
の
不
法
就
労
者
の
学
歴
は
高

卒
以
下
で
あ
り
、
就
労
す
る
の
は
建

設
現
場
、
ビ
ル
清
掃
・
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
、
飲
食
業
の
ウ
ェ
イ
タ
ー
・
ウ
ェ

イ
ト
レ
ス
、
食
品
加
工
や
農
業
の
よ

う
な
仕
事
で
あ
る
。
一
方
、
高
校
中

退
か
高
校
を
卒
業
し
て
か
ら
間
も
な

い
ア
メ
リ
カ
人
の
一
二
八
〇
万
人
が

失
業
状
態
あ
る
い
は
非
労
働
力
状
態

に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
経

済
危
機
に
お
い
て
、
政
府
が
不
法
就

労
の
取
り
締
ま
り
を
強
化
し
た
場
合
、

一
〇
〇
万
人
か
ら
二
〇
〇
万
人
の
不

法
就
労
外
国
人
が
ア
メ
リ
カ
を
離
れ

て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
低
学
歴

の
ア
メ
リ
カ
人
の
雇
用
状
況
は
改
善

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。

　

移
民
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
レ

ポ
ー
ト
は
、
政
府
が
不
法
就
労
外
国

人
の
取
り
締
ま
り
を
強
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
移
民
の
流
入
を
抑
え
、

国
内
に
滞
在
す
る
移
民
を
自
国
へ
戻

す
効
果
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の

一
方
で
、
移
民
政
策
研
究
所

（M
igration P

olicy Institute

）

が
一
月
一
四
日
に
公
表
し
た
レ
ポ
ー

ト
（
４
）
は
、
移
民
が
自
国
に
戻
る

傾
向
が
見
ら
れ
る
と
す
る
確
た
る

デ
ー
タ
は
な
い
ば
か
り
か
、
州
、
市
、

群
ご
と
に
取
り
締
ま
り
の
方
針
が
ま

ち
ま
ち
で
あ
る
た
め
、
帰
国
を
選
択

す
る
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
国
内
で
雇
用

機
会
の
あ
る
地
域
へ
と
移
動
し
て
い

く
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

　

さ
ら
に
同
研
究
所
は
二
月
一
二
日

に
発
表
し
た
レ
ポ
ー
ト
（
５
）
は
、

国
土
安
全
保
障
省
の
各
部
局
に
よ
る

不
法
移
民
取
締
り
が
場
当
た
り
的
な

も
の
で
あ
る
と
疑
義
を
呈
す
る
。
移

民
税
関
取
締
り
局
（
Ｉ
Ｃ
Ｅ
）
は
、

大
人
数
の
不
法
就
労
を
手
が
け
る
悪

質
な
経
営
者
、
例
え
ば
人
身
密
売
を

行
な
っ
て
い
る
経
営
者
を
集
中
的
に

取
り
締
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
ま
た
は
不
法
滞
在
外
国
人
を
賃

金
を
抑
制
す
る
目
的
で
雇
用
し
、
劣

悪
な
労
働
条
件
で
就
労
さ
せ
て
い
る

よ
う
な
経
営
者
を
集
中
的
に
摘
発
対

象
に
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

Ｈ
‐
２
Ｂ
ビ
ザ
改
正
法
案
の
提
出

　

非
農
業
部
門
の
一
時
滞
在
の
外
国

人
労
働
者
向
け
の
ビ
ザ
で
あ
る
Ｈ
‐

２
Ｂ
ビ
ザ
の
改
革
を
趣
旨
と
す
る
法

案
が
、
二
月
五
日
、
上
院
の
超
党
派

議
員
に
よ
っ
て
上
院
司
法
委
員
会
に

提
出
さ
れ
た
。
Ｈ
‐
２
Ｂ
ビ
ザ
に
つ

い
て
は
本
誌
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
号

で
も
紹
介
し
た
と
お
り
、
申
請
手
続

の
煩
雑
さ
と
手
続
き
期
間
の
長
さ
が

問
題
と
さ
れ
て
お
り
簡
素
化
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。
今
回
提
出
さ
れ
た
法

案
は
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
一

年
の
間
の
時
限
立
法
と
し
て
、
過
去

に
Ｈ
‐
２
Ｂ
ビ
ザ
で
滞
在
し
た
労
働

者
が
再
び
ア
メ
リ
カ
に
入
国
す
る
際
、

ビ
ザ
発
給
の
人
数
枠
と
は
別
に
三
年

間
滞
在
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で

あ
る
。ミ
ク
ル
ス
キ
ー
上
院
議
員（
民

主
党
・
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
選
出
）
は
、

「
一
時
滞
在
外
国
人
労
働
者
な
し
で

表２：主な大規模解雇・人員削減事例（2009年2月）

企業名 業種・提供製品内容 削減人員数 公表日

メイシーズ 百貨店 7000 2月2日 全従業員の4％相当

キマンダ 半導体メモリメーカー 1500 2月3日 ヴァージニア州の事業所閉鎖

PNCフィナンシャルサー
ビス 金融 5800 2月3日 2011年までに実施。ナショナル

シティ社との合併による人員削減

ホーカービーチクラフト 小型機製造 2300 2月3日

フィデリティナショナル
フィナンシャル 金融 1500 2月4日

タイムワーナーケーブル ケーブルテレビ 1250 2月6日

GM 自動車 10000 2月10日 全世界規模で給与労働者対象。
2009年中に実施。

キャタピラー 建設機械 2000 2月11日 3回目の発表

スミスフィールドフーズ 食肉用豚生産・豚肉加工 1800 2月17日 2009年中に実施

グッドイヤー 自動車・農機用タイヤ 5000 2月18日 全世界規模で

JPモルガン 金融 12000 2月26日 ワシントンミューチュアルとの合
併による

資料出所：“Daily Labor Report”，BNAなどより作成

図２：米国の失業保険新規申請者数

資料出所：連邦労働省発表資料より作成（季節調整済み）
http://www.dol.gov/opa/media/press/eta/ui/current.htm
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は
多
く
の
事
業
は
成
り
立
た
な
く

な
っ
て
し
ま
う
状
況
に
あ
る
。
メ

リ
ー
ラ
ン
ド
州
周
辺
で
は
Ｈ
‐
２
Ｂ

ビ
ザ
労
働
者
を
必
要
と
し
て
い
な
が

ら
確
保
で
き
な
い
企
業
が
見
受
け
ら

れ
る
。
人
員
の
確
保
が
で
き
な
い
こ

と
に
よ
っ
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
が

制
限
さ
れ
た
り
、
倒
産
の
た
め
に
ア

メ
リ
カ
人
労
働
者
を
解
雇
せ
ざ
る
を

得
な
い
こ
と
も
起
き
て
い
る
。
零
細

企
業
と
ア
メ
リ
カ
人
の
雇
用
を
守
る

た
め
に
こ
の
法
案
は
必
要
な
の
で
あ

る
」
と
強
調
す
る
（
６
）。
た
だ
、
先

に
紹
介
し
た
移
民
研
究
セ
ン
タ
ー
の

レ
ポ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
Ｈ
‐
２
Ｂ
労

働
者
が
就
労
す
る
職
種
で
は
人
材
不

足
が
生
じ
て
い
る
証
拠
は
見
つ
け
ら

れ
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

〔
注
〕

１
．〝U

nem
ploym

ent R
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harply 
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m
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w
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フ
ラ
ン
ス

低
資
格
労
働
者
向
け
の
訓
練

充
実
へ―

職
業
訓
練
制
度
改

革
案
、
労
使
が
合
意―

　

政
府
の
職
業
訓
練
制
度
改
革
を
め

ぐ
り
、
昨
秋
か
ら
会
合
を
重
ね
て
き

た
労
使
代
表
は
、
一
月
七
日
、
二
五

時
間
に
も
及
ぶ
交
渉
の
末
、
よ
う
や

く
合
意
に
達
し
た
。
政
府
は
今
回
の

労
使
交
渉
に
対
し
て
、
①
職
業
訓
練

と
雇
用
の
関
係
を
強
化
す
る
②
制
度

を
簡
素
化
す
る
③
職
業
上
も
っ
と
も

弱
い
立
場
に
あ
る
者
（
中
小
企
業
の

被
用
者
、
低
資
格
の
被
用
者
、
資
格

を
取
得
せ
ず
に
学
校
教
育
を
修
了
し

た
若
年
者
な
ど
）
を
対
象
の
中
心
に

据
え
る
④
透
明
性
が
高
く
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
良
い
制
度
の
実
現
に
向
け

た
国
・
地
方
圏
・
労
使
の
活
動
の
連

結―
―

等
を
優
先
課
題
と
し
て
示
し

て
い
た
。
こ
の
協
定
内
容
を
も
と
に
、

政
府
は
法
制
化
の
準
備
を
進
め
る
。

協
定
書
の
主
な
内
容
は
以
下
の
通
り
。

▽
低
資
格
者
、
失
業
者
向
け
訓
練

参
加
者
を
七
〇
万
人
増
加

　

年
間
の
職
業
訓
練
参
加
者
数

を
、
低
資
格
労
働
者
向
け
五
〇
万

人
、
失
業
者
向
け
二
〇
万
人
、
合
計

七
〇
万
人
増
加
す
る
。
従
業
員
向

け
に
「
職
業
訓
練
期
間
（P

eriode 
de progessionnalisaton

）」
も
し

く
は
「
訓
練
活
動
（A

ction de 
form

ation

）」
制
度
を
導
入
す
る
雇

用
主
に
は
、
職
業
訓
練
費
を
優
先
的

に
支
給
し
、職
業
訓
練
個
人
休
暇（
Ｃ

Ｉ
Ｆ
）
を
取
得
す
る
従
業
員
に
は
、

休
暇
中
の
手
当
を
優
先
的
に
支
給
す

る
。
低
資
格
で
あ
る
が
故
に
不
安
定

な
雇
用
に
就
か
ざ
る
を
得
な
い
就
労

者
の
職
業
訓
練
へ
の
参
加
を
促
進
す

る
の
が
狙
い
。
失
業
者
に
は
、
公

共
職
業
安
定
所
（P

ole em
ploi

）

（
注
）
が
紹
介
し
た
職
に
就
く
の
に

必
要
な
ス
キ
ル
の
獲
得
を
目
的
と
し

て
、
最
長
四
〇
〇
時
間
の
短
期
職
業

訓
練
（「
就
業
準
備
：preparation 
operationnelle a l'em

ploi

」）
を

提
供
す
る
。
こ
れ
は
、
職
業
訓
練
に

よ
る
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
条
件
に
、
期

間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
（
Ｃ
Ｄ

Ｉ
）
か
、
一
二
カ
月
以
上
の
期
間
の

定
め
の
あ
る
雇
用
契
約
（
Ｃ
Ｄ
Ｄ
）

に
よ
る
採
用
を
、
企
業
が
あ
ら
か
じ

め
約
束
す
る
と
い
う
も
の
。

▽
職
業
課
程
安
定
化
労
使
同
数
基

金
を
設
立

　

現
在
、
企
業
に
拠
出
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
職
業
訓
練
費
は
、
労
使

同
数
認
定
徴
収
機
関
（
Ｏ
Ｐ
Ｃ
Ａ
）

が
徴
収
し
、
余
剰
分
を
単
一
調
整
基

金
（
Ｆ
Ｕ
Ｐ
）
に
回
し
て
い
る
。
低

資
格
者
・
失
業
者
向
け
の
職
業
訓
練

枠
を
拡
大
す
る
に
あ
た
り
必
要
と
な

る
財
源
確
保
と
い
う
明
確
な
目
的
の

も
と
に
、
こ
の
Ｆ
Ｕ
Ｐ
に
置
き
換
わ

る
新
た
な
基
金
と
し
て
、「
職
業
課
程

安
定
化
労
使
同
数
基
金
（
Ｆ
Ｐ
Ｓ
Ｐ

Ｐ
：F

o
n
d
s
 p

a
r
ita

ir
e
 d

e 
securisation des parcours 
professionnels  

）
を
設
立
す
る
。

Ｆ
Ｐ
Ｓ
Ｐ
Ｐ
の
財
源
に
つ
い
て
は
、

労
使
で
激
し
く
議
論
さ
れ
た
が
、
企

業
に
拠
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

職
業
訓
練
費
の
一
定
比
率
（
最
大
で

一
三
％
、
お
よ
そ
九
億
ユ
ー
ロ
が
限

度
と
な
る
）
を
財
源
に
充
て
る
）
こ

と
で
合
意
し
た
。
な
お
、
こ
の
比
率

に
つ
い
て
は
、「
職
業
訓
練
の
た
め
の

労
使
全
国
委
員
会
（
Ｃ
Ｐ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
：

C
om

ite paritaire national pour 
la form

ation professionnelle

）」

が
毎
年
一
〇
月
末
ま
で
に
、
翌
年
の

割
合
を
決
定
し
、
二
〇
〇
九
年
は
一

〇
％
と
定
め
ら
れ
た
。

▽
職
業
訓
練
に
関
す
る
権
利
の

ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
性
の
確
保

　

雇
用
契
約
が
終
了
し
、
失
業
又
は

転
職
し
た
場
合
で
も
、
既
に
獲
得
し

て
い
た
「
職
業
訓
練
へ
の
個
人
の
権

利
（
Ｄ
Ｉ
Ｆ
：droit individuel a 

la form
ation

）」
を
、
保
持
し
続
け

る
か
現
金
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
現
在
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
フ
ル
タ

イ
ム
の
賃
金
労
働
者
の
場
合
、
一
年

以
上
同
じ
企
業
に
勤
め
た
場
合
、
年

間
二
〇
時
間
ま
で
の
Ｄ
Ｉ
Ｆ
を
取
得

で
き
、最
高
六
年
間（
一
二
〇
時
間
）

持
ち
越
し
が
可
能
。
Ｄ
Ｉ
Ｆ
を
持
つ

労
働
者
は
、
雇
用
主
の
同
意
の
下
で
、

就
業
時
間
内
、
又
は
就
業
時
間
外
に
、

職
業
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
職
業
訓
練
に
か
か
る
費
用
は
、

原
則
と
し
て
雇
用
主
が
負
担
し
、
職

業
訓
練
中
の
賃
金
も
、
一
部
又
は
全

額
支
払
わ
れ
る
。
な
お
、
今
回
の
協

定
に
よ
る
と
、
現
金
化
す
る
場
合
、

労
働
法
典
で
定
め
ら
れ
て
い
る
金
額

「
一
時
間
当
た
り
九
・
一
五
ユ
ー
ロ
」

に
、
取
得
し
て
い
る
時
間
数
を
か
け

た
金
額
が
支
給
さ
れ
る
。

▽
熟
練
化
契
約
（C

ontrat de 
professionnalisation

）
の
促
進

現
在
一
六
〜
二
五
歳
の
非
熟
練
労
働
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者
や
二
六
歳
以
上
の
一
部
が
対
象
と

な
っ
て
い
る「
熟
練
化
契
約（C

ontrat 
de professionnalisation

）」
の
対
象

範
囲
を
、
低
資
格
者
や
就
職
困
難
者

（
失
業
保
険
制
度
の
対
象
か
ら
外
れ

国
の
連
帯
制
度
に
よ
る
各
種
手
当
を

受
給
し
て
い
る
者
等
）
へ
拡
大
す
る
。

同
契
約
は
、
働
き
な
が
ら
職
業
訓
練

を
受
け
て
、
特
定
の
職
種
に
就
く
た

め
に
必
要
な
ス
キ
ル
等
を
習
得
す
る

と
い
う
も
の
。
ま
た
、
就
職
困
難
者

に
は
、
採
用
企
業
の
同
意
が
あ
れ
ば
、

企
業
が
外
部
に
チ
ュ
ー
タ
ー
を
置
き
、

通
勤
や
住
居
、
健
康
問
題
な
ど
、
職

業
訓
練
以
外
で
社
会
参
入
に
必
要
な

事
柄
に
つ
い
て
、
個
別
的
な
支
援
を

行
う
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

▽
学
業
再
開
制
度
（form

ation 
initiale diff eree

）
の
創
設

　

高
等
教
育
の
第
一
段
階
（
大
学
の

一
般
教
養
課
程
）
以
前
に
学
業
を
終

え
た
が
、
い
ず
れ
復
学
し
た
い
と
考

え
て
い
る
就
労
者
を
対
象
に
、
自
己

の
能
力
な
ど
の
測
定
・
評
価
に
か
か

る
費
用
を
助
成
す
る
こ
と
で
、
学
業

（
特
に
、外
国
語
や
情
報
処
理
な
ど
）

の
再
開
を
促
す
制
度
を
導
入
す
る
。

こ
れ
に
伴
い
、
三
年
以
上
の
職
業
経

験
の
あ
る
者
を
対
象
に
、
職
業
経
験

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
労
働
も
含
む
）
か

ら
得
た
知
識
・
技
術
を
認
証
し
、
職

業
の
資
格
・
免
状
を
与
え
る
「
職
業

経
験
認
定
制
度
（
Ｖ
Ａ
Ｅ
）」
の
利

用
促
進
も
図
る
。

　

労
使
代
表
は
、
今
回
の
労
使
合
意

を
「
低
資
格
の
賃
金
労
働
者
や
失
業

者
が
職
業
訓
練
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す

く
す
る
も
の
」
と
評
価
し
て
い
る
が
、

三
五
ペ
ー
ジ
に
も
及
ぶ
協
定
内
容
は

複
雑
で
、
政
府
が
求
め
て
い
た
「
制

度
の
簡
素
化
」
か
ら
は
程
遠
い
。
ま

た
、
政
府
が
強
く
求
め
て
い
た
労
使

同
数
職
業
訓
練
費
徴
収
機
関
（
Ｏ
Ｐ

Ｃ
Ａ
）
の
透
明
性
や
機
能
に
関
す
る

テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
深
く
掘
り
下

げ
た
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

新
た
な
基
金
（
Ｆ
Ｐ
Ｓ
Ｐ
Ｐ
）
の
設

立
と
い
う
形
で
の
労
使
の
答
え
に
政

府
は
不
満
を
隠
せ
な
い
。
政
府
は
、

こ
の
協
定
内
容
に
つ
い
て
、
関
係
者

間
の
最
終
的
な
交
渉
を
経
て
、
法
制

化
の
準
備
を
進
め
る
。

〔
注
〕

　

失
業
者
の
再
就
職
活
動
を
支
援
す
る
公

共
職
業
安
定
所
（
Ａ
Ｎ
Ｐ
Ｅ
）
と
、
失

業
保
険
制
度
の
運
営
を
行
う
全
国
商
工

業
雇
用
協
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
）
の
統

合
に
よ
る
新
組
織
。
両
組
織
の
統
合
に

つ
い
て
は
、「
雇
用
に
関
す
る
真
の
公
共

サ
ー
ビ
ス
を
二
〇
〇
八
年
ま
で
に
段
階

的
に
実
施
す
る
」
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ

社
会
統
合
計
画
法
（
二
〇
〇
五
年
一
月

一
八
日
公
布
）
の
一
環
と
し
て
、
既
に

二
〇
〇
六
年
に
決
定
し
て
い
た
が
、
実

現
が
遅
れ
て
い
た
。
世
界
的
な
金
融
危

機
を
背
景
に
失
業
者
数
が
大
幅
に
増
加

す
る
な
か
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
、
二

〇
〇
八
年
一
〇
月
末
に
発
表
し
た
雇
用

に
関
す
る
行
動
計
画
で
、
こ
の
統
合
を

一
刻
も
早
く
実
現
さ
せ
、
二
〇
〇
九
年

夏
以
降
は
、
失
業
者
が
求
職
活
動
や
失

業
手
当
受
給
手
続
き
を
一
つ
の
窓
口
で

行
え
る
よ
う
に
、
再
就
職
活
動
の
方
針

や
失
業
手
当
支
給
の
決
定
に
必
要
な
聞

き
取
り
調
査
も
、
完
全
に
一
本
化
す
る

こ
と
を
明
記
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
日

に
よ
う
や
く
統
合
が
実
現
し
た
。

（
国
際
研
究
部　

町
田
敦
子
）

韓　

国

経
済
危
機
に
対
し
て
、
労
使

民
政
が
協
調
体
制
へ―

オ
ラ

ン
ダ
型
「
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
」
の
導
入
に
向
け
た
合
意

　

政
府
は
従
来
の
労
使
政
に
市
民
団

体
の
代
表
を
加
え
た
「
労
使
民
政
・

非
常
経
済
対
策
会
議
」
を
設
置
し
、

追
加
の
緊
急
経
済
対
策
を
検
討
し
て

い
た
。
同
会
議
は
二
月
二
三
日
に
、

オ
ラ
ン
ダ
の
ワ
ッ
セ
ナ
ー
合
意
を
モ

デ
ル
と
し
た
、
賃
金
抑
制
に
よ
る
雇

用
創
出
に
合
意
し
た
と
発
表
し
た
。

し
か
し
、
左
派
の
民
主
労
総
（
Ｋ
Ｃ

Ｔ
Ｕ
）
が
同
会
議
か
ら
離
脱
し
た
た

め
、
こ
の
合
意
の
先
行
き
に
は
懸
念

材
料
も
少
な
く
な
い
。

鉄
鋼
大
手
な
ど
で
賃
金
凍
結
も

　

李
明
博
大
統
領
は
二
〇
〇
八
年
二

月
二
五
日
の
就
任
か
ら
丸
一
年
を
迎

え
た
。
国
民
は
当
初
、
同
大
統
領
が

公
約
に
掲
げ
た
「
大
韓
民
国
七
四

七
」（
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
七
％
、
一

〇
年
後
に
国
民
一
人
当
た
り
の
所
得

四
万
ド
ル
、
世
界
第
七
位
の
経
済
大

国
入
り
を
目
標
）
や
雇
用
創
出
年
間

五
〇
万
人
に
期
待
を
寄
せ
、
初
の
財

界
出
身
大
統
領
の
経
済
再
建
に
向
け

た
手
腕
に
賭
け
た
。
し
か
し
、
米
国

に
端
を
発
す
る
金
融
危
機
な
ど
の
影

響
で
経
済
環
境
は
急
速
に
悪
化
し
、

そ
の
間
大
幅
な
ウ
ォ
ン
安
の
進
展
も

重
な
り
景
気
の
さ
ら
な
る
低
迷
に
つ

な
が
っ
た
。

　

直
近
の
雇
用
情
勢
の
数
値
で
は
、

雇
用
創
出
件
数
（
就
業
者
数
の
対
前

年
比
）
が
二
〇
〇
八
年
一
二
月
に
約

五
年
ぶ
り
に
前
年
比
マ
イ
ナ
ス（
一
・

二
万
人
減
）
を
記
録
し
た
が
、
二
〇

〇
九
年
一
月
も
雇
用
〝
喪
失
〞
が
続

き
、
マ
イ
ナ
ス
一
〇
・
三
万
人
（
〇
・

四
％
減
）
と
な
っ
た
。
失
業
率
は
同

一
月
三
・
六
％
（
前
年
比
〇
・
三
ポ

イ
ン
ト
の
悪
化
）、
失
業
者
数
は
八

四
・
八
万
人
（
前
年
比
九
・
五
％
増
）

を
示
し
て
い
る
。
金
融
危
機
の
影
響

に
よ
る
実
体
経
済
の
悪
化
が
い
よ
い

よ
雇
用
情
勢
の
悪
化
に
拍
車
を
か
け

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
産
業
界
で
は
経

済
危
機
に
立
ち
向
か
う
た
め
、
ワ
ー

ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
導
入
や
賃
金
凍

結
を
決
め
る
大
手
企
業
も
出
始
め
て

い
る
。
鉄
鋼
大
手
の
ポ
ス
コ
は
二
月

一
七
日
、
企
業
の
負
担
を
労
使
で
分

か
ち
合
う
た
め
に
、
経
営
側
は
役
員

報
酬
の
一
部
を
返
還
し
、
組
合
側
は

二
〇
〇
九
年
の
賃
上
げ
要
求
を
凍
結

す
る
こ
と
を
決
め
た
。
賃
金
交
渉
に

費
や
す
時
間
を
技
術
開
発
な
ど
企
業

の
競
争
力
を
高
め
る
こ
と
に
振
り
向

け
る
べ
き
と
の
考
え
で
労
使
の
意
見

が
一
致
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
製

造
か
ら
金
融
・
流
通
な
ど
幅
広
い
業

種
を
手
が
け
る
ハ
ン
フ
ァ
・
グ
ル
ー

プ
は
民
間
企
業
で
初
め
て
、
役
員
や

企
業
幹
部
の
報
酬
削
減
に
よ
り
新
規

大
卒
者
の
採
用
増
を
行
う
、
事
実
上

の
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
導
入
す

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
同
グ

ル
ー
プ
は
、
役
員
年
棒
の
一
〇
％

カ
ッ
ト
を
原
資
に
年
間
三
〇
〇
人
程

度
の
新
規
雇
用
を
行
う
と
し
て
い
る
。

民
主
労
総
、
会
議
か
ら
離
脱

　

政
府
サ
イ
ド
も
、
す
で
に
「
労
使

民
政
・
非
常
経
済
対
策
会
議
」（
従
来

の
労
使
政
の
枠
組
み
に
市
民
団
体
な

ど
も
参
加
）
を
立
ち
上
げ
、
経
済
危

機
に
対
す
る
追
加
の
緊
急
経
済
対
策

の
立
案
を
急
い
で
い
た
が
、
二
月
二

三
日
の
同
会
議
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン

ダ
型
の
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

（
ワ
ッ
セ
ナ
ー
合
意
（
注
））
を
取

り
入
れ
た
、
賃
金
抑
制
に
よ
る
雇
用

創
出
を
目
指
す
こ
と
で
労
使
政
民
が

合
意
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に

基
づ
き
、
労
働
側
は
賃
金
の
凍
結
や

減
額
な
ど
に
合
意
す
る
一
方
、
経
営

側
は
雇
用
維
持
に
努
め
る
こ
と
を
約

束
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
政
府
は
賃

金
抑
制
を
行
っ
た
企
業
に
同
削
減
分

の
損
金
算
入
を
認
め
る
ほ
か
、
中
小

企
業
振
興
基
金
を
通
じ
た
低
利
融
資

も
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。
そ
の
他
、

非
正
規
労
働
者
な
ど
の
低
所
得
者
層

向
け
の
対
策
の
充
実
も
図
る
と
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
労
使
政
の
協
調
体
制

が
構
築
さ
れ
る
中
に
あ
る
が
、
こ
の

合
意
か
ら
左
派
の
民
主
労
総
（
Ｋ
Ｃ

Ｔ
Ｕ
）
が
離
脱
し
た
た
め
、
同
傘
下

の
産
別
労
組
「
金
属
労
組
」
は
今
年

も
大
幅
な
賃
上
げ
を
要
求
し
て
く
る

と
い
う
懸
念
材
料
は
依
然
残
っ
て
い

る
。
近
年
の
金
属
労
組
系
の
労
使
紛

争
の
増
加
に
は
労
働
部
も
憂
慮
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
紛
争
件
数
の

増
加
及
び
そ
の
長
期
化
が
低
迷
す
る

経
済
情
勢
に
及
ぼ
す
影
響
に
は
引
き

続
き
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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〔
注
〕

オ
ラ
ン
ダ
の
政
労
使
は
、
一
九
八
二 

年
当

時
、
失
業
率
の
増
加
や
財
政
赤
字
な
ど

深
刻
な
経
済
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、

「
ワ
ッ
セ
ナ
ー
合
意
」
を
締
結
し
、
ワ
ー

ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
本
格
的
に
導
入
し

た
。
そ
の
内
容
は
、
①
労
働
組
合
は
賃

金
抑
制
に
協
力
す
る
、
②
企
業
側
は
雇

用
確
保
と
労
働
時
間
短
縮
を
実
施
す
る
、

③
政
府
は
財
政
支
出
を
抑
制
し
減
税
を

実
施
す
る
、
と
い
う
も
の
。

【
資
料
出
所
】

統
計
庁
Ｗ
ｅ
ｂ
、
労
働
部
Ｗ
ｅ
ｂ
、
Ｎ
Ｎ
Ａ
、

毎
日
経
済
新
聞
Ｗ
ｅ
ｂ（

国
際
研
究
部
）

中　

国

雇
用
安
定
の
た
め
の
五
項
目

の
措
置

　

経
済
危
機
の
影
響
か
ら
収
益
が
悪

化
し
て
い
る
企
業
負
担
を
軽
減
し
、

雇
用
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
五
項
目

か
ら
な
る
措
置
が
発
表
さ
れ
た
。
一

二
月
二
一
日
、
人
力
資
源
社
会
保
障

部
、
財
政
部
、
税
務
総
局
が
共
同
で

通
達
を
出
し
た
も
の
。

１
．
困
難
な
状
況
に
あ
る
企
業
に

対
す
る
社
会
保
険
料
納
付
期
限
猶

予
措
置

　
『
通
達
』
に
よ
る
と
、
困
難
な
状

況
に
あ
っ
て
社
会
保
険
料
を
支
払
う

力
の
な
い
企
業
は
、
一
定
期
間
社
会

保
険
料
の
納
付
期
限
が
猶
予
さ
れ
る
。

社
会
保
険
の
統
一
的
準
備
対
象
地
域

に
お
い
て
、
被
支
給
者
に
社
会
保
険

が
規
定
通
り
満
額
支
給
さ
れ
、
社
会

保
険
基
金
に
欠
損
が
生
じ
な
い
こ
と

が
前
提
。
支
払
い
猶
予
期
間
は
二
〇

〇
九
年
度
内
。
た
だ
し
猶
予
期
間
は

最
長
で
も
六
カ
月
を
超
え
な
い
範
囲

と
す
る
。

　

許
可
を
得
て
支
払
い
を
猶
予
さ
れ

る
期
間
中
、
企
業
は
毎
月
納
付
す
る

社
会
保
険
料
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
の
間
、
企
業
と
従
業
員
の

保
険
料
支
払
い
期
間
は
継
続
し
て
計

算
さ
れ
る
。
従
業
員
が
適
用
さ
れ
る

べ
き
各
種
社
会
保
険
の
待
遇
に
影
響

は
生
じ
な
い
。
ま
た
納
付
猶
予
さ
れ

た
社
会
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
滞
納

金
は
計
算
さ
れ
な
い
。

２
．
社
会
保
険
料
率
の
段
階
的
減

額
措
置

　

二
〇
〇
九
年
度
内
に
お
い
て
、
都

市
労
働
者
の
基
本
医
療
保
険
、
失
業

保
険
、
労
災
保
険
、
出
産
保
険
の
保

険
料
率
を
段
階
的
に
引
き
下
げ
る
措

置
。
期
間
は
最
長
で
も
一
二
カ
月
を

超
え
な
い
範
囲
と
す
る
。
社
会
保
険

の
統
一
的
準
備
対
象
地
域
に
お
い
て
、

社
会
保
険
加
入
者
の
社
会
保
険
待
遇

が
下
が
ら
ず
、
社
会
保
険
制
度
が
安

定
的
に
運
営
さ
れ
、
基
金
に
欠
損
が

生
じ
な
い
こ
と
が
前
提
。
な
お
『
通

達
』
は
同
時
に
、
年
金
保
険
の
保
険

料
率
を
無
断
で
下
げ
な
い
よ
う
各
地

に
求
め
て
い
る
。

３
．
困
難
な
状
況
下
で
解
雇
停
止
、

ま
た
は
解
雇
を
最
小
限
に
と
ど
め

た
企
業
に
対
す
る
助
成
措
置

　

困
難
な
状
況
に
直
面
し
な
が
ら
、

在
職
研
修
、
交
代
勤
務
、
賃
金
等
の

協
議
を
通
じ
て
、
解
雇
停
止
、
も
し

く
は
解
雇
人
数
を
最
小
限
に
と
ど
め

る
等
従
業
員
の
雇
用
の
安
定
に
努
力

し
た
企
業
に
対
し
て
は
、
失
業
保
険

基
金
を
用
い
て
、
雇
用
調
整
の
た
め

の
助
成
金
を
支
給
す
る
。
支
給
期
間

は
二
〇
〇
九
年
内
と
し
、
支
給
の
期

限
は
最
長
で
も
六
カ
月
を
超
え
な
い

範
囲
と
す
る
。

４
．
従
業
員
研
修
を
実
施
す
る
企

業
に
対
す
る
支
援

　

従
業
員
の
職
場
研
修
等
の
実
施
を

通
し
て
従
業
員
の
安
定
を
図
る
等
の

努
力
を
し
た
企
業
を
奨
励
し
支
援
を

行
う
。
従
業
員
研
修
に
必
要
な
資
金

は
、
各
就
業
規
定
に
基
づ
き
企
業
の

従
業
員
教
育
経
費
か
ら
支
出
し
、
不

足
部
分
に
対
し
就
業
特
別
資
金
か
ら

必
要
な
支
援
を
行
う
。

５
．
企
業
の
雇
用
調
整
に
関
す
る

適
切
な
指
導

　

従
業
員
と
企
業
が
法
に
基
づ
き
平

等
な
立
場
で
協
議
し
、
難
関
を
乗
り

越
え
る
た
め
に
様
々
な
措
置
を
講
じ

る
よ
う
奨
励
し
、指
導
す
る
。『
通
達
』

は
困
難
な
状
況
に
陥
っ
た
企
業
が
、

多
方
面
に
わ
た
る
努
力
に
も
か
か
わ

ら
ず
経
済
的
リ
ス
ト
ラ
を
行
わ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
場
合
、
解
雇
補
償

金
の
支
払
い
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、

企
業
が
労
働
組
合
又
は
労
働
者
と
法

に
基
づ
き
平
等
な
立
場
で
協
議
す
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。『
通
達
』
は

ま
た
、
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な
こ
れ
ら

「
困
難
に
陥
っ
た
企
業
」
の
条
件
と

認
定
の
手
順
等
に
つ
い
て
原
則
的
規

定
を
行
っ
て
い
る
。

　

政
府
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
五
項
目

の
措
置
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
企
業
の

負
担
を
大
幅
に
軽
減
し
、
多
数
の
従

業
員
の
就
業
ポ
ス
ト
の
安
定
化
に
役

立
つ
と
い
う
。
現
下
の
雇
用
情
勢
の

安
定
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

【
資
料
出
所
】

海
外
委
託
調
査
員
、
北
京
晩
報
（
〇
八
年

一
二
月
二
二
日
付
）（

国
際
研
究
部
）

ド
イ
ツ
①

〇
七
年
労
働
協
約
適
用
率
、

西
独
地
域
六
三
％
、
東
独
地

域
五
四
％―

―

Ｉ
Ａ
Ｂ
調
査

　

Ｉ
Ａ
Ｂ
（
労
働
市
場
・
職
業
研
究

所
）
は
こ
の
ほ
ど
、
〇
七
年
の
労
働

協
約
適
用
率
に
関
す
る
最
新
デ
ー
タ

を
公
表
し
た
。
調
査
は
、
Ｉ
Ａ
Ｂ
が

従
業
員
規
模
五
人
以
上
の
一
万
六
〇

〇
〇
事
業
所
を
対
象
に
実
施
し
た
パ

ネ
ル
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
、
〇
七

年
に
お
け
る
従
業
員
数
・
事
業
所
数

ベ
ー
ス
の
協
約
適
用
率
と
事
業
所
委

員
会
と
そ
の
他
の
従
業
員
代
表
機
関

の
設
置
率
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
従
業
員
数
で

み
た
労
働
協
約
の
適
用
率
は
、
西
独

地
域
が
六
三
％
、
東
独
地
域
が
五

四
％
で
、
事
業
所
数
ベ
ー
ス
で
は
、

西
独
地
域
の
適
用
率
が
三
九
％
、
東

独
地
域
で
は
二
四
％
と
な
っ
た
。
事

業
所
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
従
業
員

規
模
五
〇
〇
人
以
上
の
大
企
業
の
設

置
事
業
所
比
率
が
九
割
に
及
ん
で
い

る
一
方
で
、
五
人
以
上
五
〇
人
未
満

の
事
業
所
で
は
一
割
に
満
た
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

依
然
と
し
て
部
門
別
労
働
協
約
が

支
配
的

　

労
働
協
約
に
は
、
労
働
組
合
と
使

用
者
団
体
が
結
ぶ
部
門
別
労
働
協
約

（
産
業
別
に
締
結
さ
れ
た
労
働
協
約
）

と
、
労
働
組
合
と
個
々
の
使
用
者
が

結
ぶ
企
業
別
労
働
協
約
が
あ
る
。
調

査
は
、
部
門
別
労
働
協
約
と
企
業
別

労
働
協
約
に
分
け
て
、
協
約
適
用
率

を
調
べ
て
い
る
。
調
査
結
果（
表
１
）

に
よ
れ
ば
、
〇
七
年
に
お
い
て
、
西

独
地
域
で
部
門
別
労
働
協
約
の
適
用

を
受
け
る
従
業
員
数
は
全
体
の
五

六
％
で
、
企
業
別
労
働
協
約
に
カ

バ
ー
さ
れ
る
従
業
員
比
率
は
七
％
、

合
計
の
カ
バ
ー
率
は
六
三
％
と
な
っ

た
。
一
方
、
東
独
地
域
で
は
部
門
別

労
働
協
約
適
用
率
が
四
一
％
、
企
業

別
労
働
協
約
適
用
率
が
一
三
％
で
、

合
計
の
カ
バ
ー
率
は
五
四
％
だ
っ
た
。

労
働
協
約
の
形
態
と
し
て
は
依
然
と
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し
て
部
門
別
労
働
協
約
が
支
配
的
で
、

企
業
別
労
働
協
約
の
比
重
が
高
い
の

は
東
独
地
域
の
一
部
部
門
に
過
ぎ
な

い
。
ま
た
、
協
約
の
拘
束
を
受
け
な

い
場
合
で
も
、
個
別
労
働
契
約
に

よ
っ
て
協
約
を
援
用
す
る
形
で
、
協

約
と
同
一
の
労
働
条
件
が
適
用
さ
れ

る
従
業
員
は
、
拘
束
を
受
け
な
い
従

業
員
の
う
ち
五
三
％
（
西
独
地
域
）、

四
九
％
（
東
独
地
域
）
と
な
っ
た
。

　

〇
四
年
と
の
比
較
で
み
る
と
、
西

独
地
域
の
協
約
適
用
率
は
五
ポ
イ
ン

ト
下
が
り
、
依
然
と
し
て
低
下
傾
向

が
続
い
て
い
る
が
、
東
独
地
域
で
は

一
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
東
独
地
域

で
の
カ
バ
ー
率
の
低
下
は
こ
こ
数
年

歯
止
め
が
か
か
っ
て
い
る
も
の
の
、

九
六
年
〜
〇
七
年
の
時
系
列
推
移
を

み
る
と
、
一
五
ポ
イ
ン
ト
と
大
幅
な

低
下
が
観
察
さ
れ
て
お
り
、
西
独
地

域
の
低
下
幅
（
一
三
ポ
イ
ン
ト
）
を

上
回
っ
て
い
る
。

　

次
に
協
約
適
用
率
を
事
業
所
数
で

み
る
と
、
別
の
傾
向
が
浮
か
び
上
が

る
（
表
２
）。
西
独
地
域
で
は
全
体

の
カ
バ
ー
率
が
三
九
％
（
部
門
別
労

働
協
約
適
用
率
が
三
六
％
、
企
業
別

労
働
協
約
適
用
率
が
三
％
）、
東
独

地
域
で
は
二
四
％
（
同
二
〇
％
、

四
％
）
だ
っ
た
。
従
業
員
数
ベ
ー
ス

の
適
用
率
と
事
業
所
数
ベ
ー
ス
の
適

用
率
の
差
は
、
事
業
所
規
模
が
小
さ

い
ほ
ど
適
用
率
が
低
く
、
大
企
業
で

は
高
い
こ
と
に
起
因
す
る
。
ま
た
、

協
約
の
な
い
事
業
所
の
う
ち
労
働
条

件
が
協
約
に
準
拠
し
て
い
る
事
業
所

は
、
四
二
％
（
西
独
地
域
）、
四
一
％

（
東
独
地
域
）
だ
っ
た
（
表
２
）。

部
門
別
で
は
、
適
用
率
が
最
も
高
い

の
が
公
的
部
門
で
、
逆
に
最
も
低
い

の
が
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス
部
門
だ
っ

た
。

事
業
所
委
員
会
設
置
率
、
大
企
業

で
高
水
準

　

調
査
は
、
民
間
部
門
（
農
業
部
門

を
除
く
）
の
事
業
所
委
員
会
お
よ
び

そ
の
他
の
従
業
員
代
表
機
関
（
ラ
ウ

ン
ド
テ
ー
ブ
ル
交
渉
等
）
の
設
置
比

率
に
つ
い
て
も
調
べ
て
い
る
。
事
業

所
委
員
会
は
、
従
業
員
規
模
五
人
以

上
の
事
業
所
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
調
査
結
果
（
表
３
）

に
よ
る
と
、
従
業
員
規
模
五
人
以
上

表１　部門別協約適用率（従業員数ベース）：2007年（%）

部門別労働協約適用
従業員比率

企業別労働協約適用
従業員比率

無協約従業員比率
（このうち、協約に準じ
た労働条件を享受してい

る従業員比率）
部門 西独 東独 西独 東独 西独 東独
農業 56 15 ＊ ＊ 43 （40） 83 （49）
鉱業・燃料 81 57 10 32 9 （56） 11 （66）
原料（資本財） 64 32 11 12 25 （65） 56 （47）
投資財 60 25 8 17 32 （67） 59 （57）
消費財 51 29 10 17 40 （56） 54 （49）
建設 75 48 2 8 23 （64） 44 （63）
商業 48 24 5 6 47 （57） 69 （50）
運輸・通信 45 33 11 17 44 （46） 50 （44）
金融 86 73 4 ＊ 10 （63） 26 （52）
ビジネスサービス 37 45 6 7 57 （37） 48 （32）
その他のサービス 53 36 8 17 39 （53） 48 （53）
非営利部門 49 32 12 15 39 （68） 54 （55）
公的部門・社会保険 89 79 8 18 4 （91） 3 （42）
合計 56 41 7 13 37 （53） 47 （49）

注：サンプル数が少ないため、表示していない。
資料出所：IAB-Betriebspanel 2007

表２　部門別協約適用率（事業所数ベース）：2007年（%）

部門別労働協約適用
事業所比率

企業別労働協約適用
事業所比率

無労働協約事業所比率
（このうち、協約準拠事

業所比率）
部門 西独 東独 西独 東独 西独 東独
農業 40 8 ＊ ＊ 60 （37） 92 （38）
鉱業・燃料 55 38 4 15 42 （56） 47 （67）
原料（資本財） 42 18 4 5 54 （51） 77 （40）
投資財 30 17 3 6 67 （55） 78 （49）
消費財 46 24 3 3 51 （46） 73 （47）
建設 61 38 1 4 38 （56） 58 （59）
商業 34 15 2 4 63 （44） 81 （40）
運輸・通信 34 15 4 6 62 （46） 80 （42）
金融 42 32 4 ＊ 54 （45） 66 （27）
ビジネスサービス 13 14 1 4 85 （29） 83 （28）
その他のサービス 36 16 3 5 61 （43） 79 （44）
非営利部門 40 20 8 9 52 （42） 72 （33）
公的部門・社会保険 85 85 7 5 8 （79） 11 （51）
合計 36 20 3 4 62 （42） 76 （41）

注：サンプル数が少ないため、表示していない。
資料出所：IAB-Betriebspanel 2007

表３　事業所委員会およびその他の労働者代表：2007年（%）

部門 事業所委員会設置
事業所比率

その他の従業員代表
機関設置事業所比率

事業所委員会適用
従業員比率

その他の従業員代表
機関適用従業員比率

鉱業・燃料 46 12 89 9
原料（資本財） 22 6 74 11
投資財　 14 9 70 7
消費財 14 5 50 8
建設 3 6 18 9
商業 10 8 31 10
運輸・通信 18 8 46 8
金融 41 3 80 7
ビジネスサービス 9 8 32 9
その他のサービス 7 10 35 17
合計 10 8 45 10

注：従業員規模5人以上の事業所を対象としたデータ。
資料出所：IAB-Betriebspanel 2007
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の
民
間
部
門
の
事
業
所
の
事
業
所
委

員
会
設
置
比
率
は
一
〇
％
（
適
用
従

業
員
比
率
で
四
五
％
）
に
過
ぎ
な
い
。

だ
が
、
事
業
所
委
員
会
の
設
置
率
は

事
業
所
規
模
と
強
く
相
関
し
て
お
り
、

従
業
員
規
模
五
人
以
上
五
〇
人
未
満

の
事
業
所
の
設
置
率
は
東
西
と
も
に

わ
ず
か
六
％
だ
っ
た
が
、
五
〇
〇
人

以
上
の
事
業
所
で
は
西
独
地
域
で
九

〇
％
、
東
独
地
域
で
も
八
五
％
と
高

い
水
準
に
及
ん
だ
。
事
業
所
委
員
会

の
設
置
率
は
九
五
年
以
降
低
下
傾
向

に
あ
る
が
、
〇
四
年
以
降
全
般
的
に

安
定
的
な
推
移
と
な
っ
て
い
る
。
他

方
、
〇
七
年
に
お
い
て
そ
の
他
の
従

業
員
代
表
組
織
が
あ
る
事
業
所
は
全

体
で
八
％
、
適
用
従
業
員
は
一
〇
％

と
低
水
準
で
、
事
業
所
委
員
会
に
比

し
て
普
及
度
が
低
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

部
門
別
に
み
る
と
、
サ
ー
ビ
ス
業

は
、
製
造
業
に
比
し
て
、
協
約
の
適

用
を
受
け
ず
、
事
業
所
委
員
会
も
な

い
事
業
所
比
率
が
か
な
り
高
い
。

も
っ
と
も
、
両
部
門
の
カ
バ
ー
率
の

乖
離
を
地
域
別
に
み
る
と
、
東
独
地

域
で
は
さ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
こ
と

が
分
か
る
。
東
独
地
域
で
は
、
製
造

業
に
つ
い
て
も
相
当
数
の
従
業
員
が

事
業
所
委
員
会
に
も
部
門
別
協
約
に

も
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
な
い
傾
向
を
反

映
し
て
い
る
。

【
資
料
出
所
】

E
ironline 

（http://w
w
w
.eurofound.

europa.eu/eiro/2008/11/articles/
de0811019i.htm

）（
国
際
研
究
部
）

ド
イ
ツ
②

過
去
一
〇
年
の
派
遣
労
働
者

増
加
率
、
先
進
諸
国
の
な
か

で
最
高
水
準―

―

Ｃ
Ｉ
Ｅ
Ｔ

Ｔ
人
材
派
遣
事
業
国
際
比
較

調
査

　

日
本
で
は
昨
年
暮
れ
か
ら
新
年
に

か
け
て
、「
年
越
し
派
遣
村
」
が
マ
ス

コ
ミ
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

国
際
人
材
派
遣
事
業
団
体
連
合
（
Ｃ

Ｉ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
）
の
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
、

「
労
働
者
に
占
め
る
派
遣
労
働
者
の

割
合
」
を
見
る
と
、
先
進
国
の
中
で
、

日
本
と
ド
イ
ツ
の
両
国
が
過
去
一
〇

年
間
に
派
遣
労
働
市
場
が
最
も
急
成

長
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
は
今
秋
に
総

選
挙
を
控
え
、
急
増
す
る
派
遣
労
働

者
の
処
遇
な
ど
が
政
策
課
題
と
し
て

浮
上
し
て
い
る
（
注
）。
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図１　国別派遣事業者数
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図２　国別派遣事業支社数
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図３　労働者派遣事業収益：国別シェア
　　　（2006年：％）

資料出所：Ciett, ING, Randstad.

図４　派遣労働者の推移及び年平均増加率（1996 ～ 2006年）

資料出所：EuroFound, EuroStat, Ciett, Federgon, Prisme, BZA, ABU, REC, AGETT, German state 
statistics, ONS, Danish Federation, Prognos.

資料出所：CIETT
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〇
六
年
の
派
遣
事
業
者
数
、
先
進

諸
国
中
四
位

　

Ｃ
Ｉ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
の
最
新
年
の
〇
六
年

デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
世
界
の
労
働
者

派
遣
事
業
者
総
数
（
図
１
）
は
二
万

六
〇
〇
〇
社
（
九
六
年
）
か
ら
七
万

七
五
〇
〇
社
（
〇
六
年
）
と
、
九
六

年
〜
〇
六
年
の
間
に
飛
躍
的
に
増
加

し
た
。
事
業
者
数
が
最
も
多
い
の
は

日
本
（
三
万
六
〇
〇
社
）
で
、
こ
れ

に
イ
ギ
リ
ス
（
一
万
五
〇
〇
社
）、

ア
メ
リ
カ
（
六
〇
〇
〇
社
）、
ド
イ

ツ
（
五
〇
五
八
社
）
が
続
く
。
増
加

率
で
み
る
と
約
五
倍
に
跳
ね
上
が
っ

た
オ
ラ
ン
ダ
が
最
も
大
き
く
、
約
三

倍
の
日
本
、
約
二
倍
の
ド
イ
ツ
、
イ

ギ
リ
ス
の
順
と
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ

は
、
企
業
合
併
な
ど
を
理
由
に
ほ
ぼ

同
水
準
の
推
移
だ
っ
た
。
ま
た
、
同

期
間
の
支
社
数
の
推
移
（
図
２
）
を

み
る
と
、
ド
イ
ツ
、
日
本
、
ス
ペ
イ

ン
の
支
社
数
が
ほ
ぼ
三
倍
に
急
増
し

て
お
り
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
で

も
二
倍
前
後
の
増
加
と
な
っ
た
。

　

急
拡
大
す
る
世
界
の
労
働
者
派
遣

事
業
収
益
は
二
二
八
〇
億
ユ
ー
ロ
に

及
ん
だ
が
、
国
別
シ
ェ
ア
（
図
３
）

を
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
（
三
八
％
）、

イ
ギ
リ
ス
（
一
六
％
）、
日
本
（
一

一
％
）
が
上
位
を
占
め
、
ド
イ
ツ
の

シ
ェ
ア
は
四
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

過
去
一
〇
年
の
派
遣
労
働
者
増
加

率
、
日
本
に
次
ぐ
高
水
準

　

〇
六
年
の
派
遣
労
働
者
総
数
（
フ

ル
タ
イ
ム
換
算
、
一
日
当
た
り
平

均
）（
表
１
）
を
見
る
と
、
ア
メ
リ
カ

が
圧
倒
的
に
多
く
（
二
九
六
万
人
）、

イ
ギ
リ
ス
（
一
二
六
・
五
万
人
）、

日
本（
一
二
二
万
人
）、ブ
ラ
ジ
ル（
八

〇
万
人
）、
フ
ラ
ン
ス
（
六
〇
・
三

万
人
）、
ド
イ
ツ
（
五
〇
万
人
）
の

順
と
な
っ
た
。
だ
が
、
過
去
一
〇
年

間
の
派
遣
労
働
者
の
増
加
率（
表
１
）

を
見
る
と
、
日
本
（
約
四
倍
）
と
ド

イ
ツ
（
約
三
倍
）
が
圧
倒
的
に
高
く

な
っ
て
い
る
。
過
去
一
〇
年
間
の
年

平
均
伸
び
率
（
図
４
）
を
み
て
も
、

各
々
一
四
・
九
％
、
一
二
・
九
％
と

他
の
主
要
先
進
諸
国
の
伸
び
率
を
大

幅
に
上
回
っ
た
。
〇
六
年
の
雇
用
者

全
体
に
占
め
る
派
遣
労
働
者
の
割
合

（
表
２
）
は
、
ド
イ
ツ
の
場
合
一
・

三
％
に
過
ぎ
ず
、
ア
メ
リ
カ
（
二
・

〇
％
）、
イ
ギ
リ
ス
（
四
・
五
％
）、

フ
ラ
ン
ス
（
二
・
四
％
）
な
ど
主
要

諸
国
を
下
回
っ
て
い
る
が
、
過
去
一

〇
年
の
推
移
を
見
る
と
、
〇
・
四
％

（
九
六
年
）
か
ら
一
・
三
％
（
〇
六

年
）
へ
と
顕
著
な
上
昇
を
み
せ
た
。

独
連
邦
統
計
局
が
昨
年
公
表
し
た

デ
ー
タ
で
は
、
〇
七
年
の
派
遣
労
働

者
比
率
は
二
・
〇
％
に
達
し
て
い
る
。

〇
二
年
の
ハ
ル
ツ
改
革
の
影
響
を
受

け
、
ド
イ
ツ
の
派
遣
労
働
市
場
は
急

成
長
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

〔
注
〕

こ
の
デ
ー
タ
を
使
っ
て
、
当
機
構
発
行
の

『
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
国
際
労
働
比
較
』
は
、

「
労
働
者
に
占
め
る
派
遣
労
働
者
の
割

合
」
な
ど
を
収
録
し
て
い
る
（http://

w
w
w
.jil.go.jp/kokunai/statistics/

databook/index.htm
l

）。
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表2　雇用労働者に占める派遣労働者比率の割合（1996年－2006年）
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

オーストリア 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 0.8% 1.0% 1.2% 1.2% 1.5%
ベルギー 1.2% 1.3% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.8% 1.9% 2.1%
デンマーク 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.8%
フィンランド 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.7% 0.7%
フランス 1.3% 1.6% 2.1% 2.3% 2.6% 2.5% 2.4% 2.3% 2.4% 2.4% 2.4%
ドイツ 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.8% 0.9% 1.0% 1.3%
ハンガリー ns ns ns ns ns ns 0.8% 1.0% 1.4% 1.4% 1.4%
アイルランド 0.2% 0.3% 0.6% 0.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.5%
イタリア nlr nlr 0.0% 0.1% 0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%
ルクセンブルク 1.2% 1.2% 1.2% 1.7% 1.9% 2.0% 2.2% 2.3% 2.1% 2.3% 2.4%
オランダ 2.1% 2.3% 2.4% 2.5% 2.3% 2.2% 2.1% 1.9% 1.9% 2.2% 2.5%
ノルウェー 0.3% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.9% 0.5% 0.4% 0.5% 0.7% 1.0%
ポーランド ns ns ns ns ns ns ns 0.1% 0.2% 0.2% 0.3%
ポルトガル 0.6% 0.6% 0.7% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
スペイン 0.5% 0.7% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
スウェーデン 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 1.0% 0.9% 0.9% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8%
スイス 0.6% 0.6% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 1.0% 1.2% 1.5%
イギリス 2.6% 2.9% 2.6% 2.8% 3.8% 3.8% 3.8% 4.0% 4.2% 4.3% 4.5%
欧州平均 1.0% 1.0% 1.1% 1.2% 1.5% 1.5% 1.4% 1.5% 1,6% 1,7% 1,8%

*ns：統計的に非有意
*nlr：法的に容認されていない 資料出所：Eurociett & SEO Economic Research, University of Amsterdam.

表1　派遣労働者数の推移（フルタイム換算、一日当たり平均） （単位：千人）

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
欧州
オーストリア 15 18 21 24 30 33 31 38 44 47 59 
ベルギー 44 51 60 63 71 68 66 66 73 78 88 
デンマーク 5 6 7 7 8 10 10 11 13 17 21 
フィンランド 9 9 9 8 9 11 11 12 14 16 18 
フランス 291 359 458 515 604 602 570 555 570 586 603 
ドイツ 149 180 203 243 283 288 267 276 323 375 500 
ハンガリー ns ns ns ns ns ns 30 39 53 54 55 
アイルランド 3 4 9 10 25 25 25 25 25 25 30 
イタリア nlr nlr 10 26 69 67 82 132 154 157 160 
ルクセンブルク 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 
オランダ 147 163 180 186 183 178 169 154 157 176 207 
ノルウェー 7 9 11 11 11 12 11 10 12 15 24 
ポーランド ns ns ns ns ns ns ns 19 25 27 35 
ポルトガル 25 29 33 45 45 45 45 45 45 45 45 
スロバキア ns ns ns ns ns ns ns ns 11 na na
スペイン 60 90 110 133 133 126 123 123 124 130 141 
スウェーデン 10 14 18 24 42 38 37 29 30 32 37 
スイス 21 24 30 34 39 38 37 36 41 49 61 
イギリス 682 775 696 761 1,027 1,027 1,036 1,111 1,175 1,219 1,265 

小計（欧州） 1,470 1,733 1,857 2,093 2,584 2,572 2,554 2,685 2,893 3,051 3,354 

その他の国
アルゼンチン ns ns 39 45 na na na na na 80 88 
ブラジル na na na na na na na na na na 800 
日本 298 340 307 395 537 612 693 743 890 1,060 1,220 
南アフリカ ns ns ns ns ns ns ns ns ns 380 480 
韓国 ns ns ns ns ns ns ns ns 50 57 66 
アメリカ 2,190 2,440 2,530 2,600 2,700 2,300 2,160 2,380 2,670 2,910 2,960 
小計（その他の国） 2,488 2,780 2,876 3,040 3,237 2,912 2,853 3,123 3,610 4,487 5,614 

合計 3,958 4,513 4,733 5,133 5,821 5,484 5,407 5,808 6,503 7,538 8,968 

Ns：統計的に非有意。. Nlr: 法的に容認されていない。Na：データなし。
資料出所：Ciett & SEO Economic Research, University of Amsterdam.


